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▲Universal Oneサービス契約約款（第６編） 
（平成23年ＢＮＳネサ第100017号） 

実施 平成23年５⽉10⽇ 

▲Universal Oneサービス契約約款（第６編） 
（平成23年ＢＮＳネサ第100017号） 

実施 平成23年５⽉10⽇ 
 
⽬次 
第１章〜第３章 （略） 
第４章 契約 
   第７条〜第14条 （略） 

 
⽬次 
第１章〜第３章 （略） 
第４章 契約 
   第７条〜第14条 （略） 

   第15条 削除    第15条 アクセス回線⼆重化 
    第15条の２ 通常契約の解除に伴う⼆重化付加契約の扱い 
   第16条 （略）    第16条 （略） 
   第16条の２ 光アクセス回線の事業者変更    第16条の２ 削除 
   第17条〜第21条 （略）    第17条〜第21条 （略） 
第５章 付加機能 第５章 削除 
   第22条 付加機能の提供    第22条 削除 
   第23条 付加機能の廃⽌    第23条 削除 
第６章〜第８章 （略） 第６章〜第８章 （略） 
第９章 通信 
   第30条 （略） 

第９章 通信 
   第30条 （略） 

   第30条の２ C&Cサーバ等との通信の遮断等    第30条の２ 削除 
   第31条 （略）    第31条 （略） 
第10章〜第14章 （略） 第10章〜第14章 （略） 
別記 別記 
  １〜14 （略）   １〜14 （略） 
  15 クローズドコンピュータ通信網サービスに係る端末設備の提供   15 削除 
  16〜23 （略）   16〜23 （略） 
料⾦表 
 通則 
 第１表〜第２表 （略） 

料⾦表 
 通則 
 第１表〜第２表 （略） 

 第３表 附帯サービスに関する料⾦  第３表 附帯サービスに関する料⾦ 
  第１ 端末設備使⽤料   第１ 削除 
  第２〜第８ （略）   第２〜第８ （略） 
料⾦表別表 （略） 料⾦表別表 （略） 
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  第１章 総則 
第１条〜第３条 （略） 

  第１章 総則 
第１条〜第３条 （略） 

（⽤語の定義） 
第４条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

（⽤語の定義） 
第４条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

 ⽤  語 ⽤  語  の  意  味   ⽤  語 ⽤  語  の  意  味  
 １〜９ （略） （略）   １〜９ （略） （略）  
 10  ＣＣＮグル

ープ 
クローズドコンピュータ通信網契約に係るものであって、料⾦表
第１表（料⾦）に定める加⼊者回線、接続契約者回線⼜は他社接
続契約者回線から構成されるグループ 

  10  ＣＣＮグル
ープ 

クローズドコンピュータ通信網契約に係るものであって、料⾦表
第１表（料⾦）に定める利⽤回線、加⼊者回線、接続契約者回線
⼜は他社接続契約者回線から構成されるグループ 

 

 11〜24 （略） （略）   11〜24 （略） （略）  
 24の２ 光コラ

ボレーション事
業者 

東⽇本電信電話株式会社⼜は⻄⽇本電信電話株式会社と光コラ
ボレーションモデルに関する契約（東⽇本電信電話株式会社及び
⻄⽇本電信電話株式会社が定めるＩＰ通信網サービス契約約款
に規定する光コラボレーションモデルに関する契約をいいます。
以下同じとします。）を締結している電気通信事業者 

  24の２ 削除 削除  

 24の３ 光コラ
ボレーションモ
デルサービス 

東⽇本電信電話株式会社及び⻄⽇本電信電話株式会社が定める
ＩＰ通信網サービス契約約款に基づき提供されるＩＰ通信網サ
ービスであって、光コラボレーションモデルに関する契約に基づ
き光コラボレーション事業者が提供を受けるもの 

  24の３ 削除 削除  

 24の４ 光アク
セス回線の転⽤ 

クローズドコンピュータ通信網契約の申込み⼜はクローズドコ
ンピュータ通信網サービスの品⽬等の変更（他社接続契約者回線
に係るものから加⼊者回線に係るものへの変更に限ります。）の
請求を⾏うにあたり、その申込者⼜はクローズドコンピュータ通
信網契約者が現に利⽤している電気通信サービス（東⽇本電信電
話株式会社及び⻄⽇本電信電話株式会社が定めるＩＰ通信網サ
ービス契約約款に基づき提供されるＩＰ通信網サービスであっ
て、光コラボレーションモデルサービス以外のものとします。）
をクローズドコンピュータ通信網サービスに移⾏して、クローズ
ドコンピュータ通信網サービスの加⼊者回線として利⽤開始す
ること 

  24の４ 削除 削除  
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 24の５ 光アク
セス回線の事業
者変更 

(1) クローズドコンピュータ通信網契約の申込み⼜はクローズ
ドコンピュータ通信網サービスの品⽬等の変更（他社接続契約
者回線に係るものから加⼊者回線に係るものへの変更に限り
ます。）の請求を⾏うにあたり、その申込者⼜はクローズドコ
ンピュータ通信網契約者が現に利⽤している電気通信サービ
ス（当社以外の光コラボレーション事業者が光コラボレーショ
ンモデルサービスを⽤いて提供する電気通信サービスとしま
す。）をクローズドコンピュータ通信網サービスに移⾏して、
クローズドコンピュータ通信網サービスの加⼊者回線として
利⽤開始すること（以下この(1)の場合を「光アクセス回線の
事業者変更（⼊）」といいます。） 

  24の５ 削除 削除  

  (2) クローズドコンピュータ通信網契約の解除⼜はクローズド
コンピュータ通信網サービスの品⽬等の変更（加⼊者回線に係
るものから他社接続契約者回線に係るものへの変更に限りま
す。）の請求を⾏うにあたり、そのクローズドコンピュータ通
信網契約者が現に利⽤しているクローズドコンピュータ通信
網サービス（加⼊者回線の部分に限ります。）を当社以外の光
コラボレーション事業者が光コラボレーションモデルサービ
スを⽤いて提供する電気通信サービス⼜は東⽇本電信電話株
式会社及び⻄⽇本電信電話株式会社が定めるＩＰ通信網サー
ビス契約約款に基づき提供されるＩＰ通信網サービス（光コラ
ボレーションモデルサービスを除きます。）に移⾏すること（以
下この(2)の場合を「光アクセス回線の事業者変更（出）」とい
います。） 

     

 25〜36 （略） （略）   25〜36 （略） （略）  
  
  第２章〜第３章 （略）   第２章〜第３章 （略） 
  
  第４章 契約   第４章 契約 
（クローズドコンピュータ通信網契約の種別等） 
第７条 （略） 

（クローズドコンピュータ通信網契約の種別等） 
第７条 （略） 

 ２ ＣＣＮアクセス契約（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリー３（クラス１のタイプ
４⼜はタイプ６に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）には、次の区分があ
ります。 

     区   分 内           容  
     通常契約 ⼆重化付加契約以外のもの  
     ⼆重化付加契約 第15条（アクセス回線⼆重化）に規定するアクセス回線⼆重

化を⾏う場合に限り通常契約に付加して締結されるもの 
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（クローズドコンピュータ通信網契約の単位） 
第８条 クローズドコンピュータ通信網契約の単位は、次のとおりとします。この場合、ク

ローズドコンピュータ通信網契約者は１のクローズドコンピュータ通信網契約につき１⼈
に限ります。 

（クローズドコンピュータ通信網契約の単位） 
第８条 クローズドコンピュータ通信網契約の単位は、次のとおりとします。この場合、ク

ローズドコンピュータ通信網契約者は１のクローズドコンピュータ通信網契約につき１⼈
に限ります。 

(1) ＣＣＮアクセス契約の場合 (1) ＣＣＮアクセス契約の場合 
ア 料⾦表第１表に定めるクラス１の場合 ア 削除 

当社は、１の他社接続契約者回線（ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係るものに限
ります。）ごとに１の契約を締結します。 

 

イ 料⾦表第１表に定めるクラス２の場合 イ 料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリー２のクラス２の場合 
当社は、１の接続契約者回線（別記３に係るものに限ります。）ごとに１の契約を

締結します。 
（略） 

ウ 料⾦表第１表に定めるクラス４⼜はクラス８の場合 ウ 削除 
当社は、１の加⼊者回線ごとに１の契約を締結します。  

 エ 料⾦表第１表に定めるカテゴリー３のクラス１の場合 
 Ａ 当社は、１の他社接続契約者回線（ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係るものに

限ります。）、利⽤回線、加⼊者回線⼜は契約者回線ごとに１の契約を締結します。 
 Ｂ 当社は、第15条（アクセス回線⼆重化）に規定するアクセス回線⼆重化を⾏う場

合、Ａにかかわらず１の加⼊者回線⼜は契約者回線ごとに１の通常契約及び１の⼆
重化付加契約を締結します。 

 オ 料⾦表第１表に定めるカテゴリー３のクラス２の場合 
 当社は、１の加⼊者回線ごとに１の契約を締結します。 

(2) （略） (2) （略） 
（契約者回線⼜は加⼊者回線の終端） 
第９条 （略） 

（契約者回線⼜は加⼊者回線の終端） 
第９条 （略） 

２ 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるクラス
４⼜はクラス８に係る者に限ります。）が指定した場所内の建物⼜は⼯作物において、回
線終端装置⼜は配線盤等を設置し、これを加⼊者回線の終端とします。 

２ 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴ
リー３のクラス２に係る者に限ります。）が指定した場所内の建物⼜は⼯作物において、
回線終端装置⼜は配線盤等を設置し、これを加⼊者回線の終端とします。 

（クローズドコンピュータ通信網契約申込みの⽅法） 
第10条 （略） 

（クローズドコンピュータ通信網契約申込みの⽅法） 
第10条 （略） 

２ 前項に規定する申込み（料⾦表第１表に定めるカテゴリー２（クラス１、クラス４⼜は
クラス８に係るものに限ります。）に係る申込みに限ります。）が新たにＣＣＮグループ
識別共通符号によるＣＣＮグループを設ける申込みであるときは、そのＣＣＮグループ識
別共通符号に係るドメイン名の申出をクローズドコンピュータ通信網サービス取扱所に届
け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

２ 前項に規定する申込み（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３に係る申込みに限ります。）
が新たにＣＣＮグループ識別共通符号によるＣＣＮグループを設ける申込みであるとき
は、そのＣＣＮグループ識別共通符号に係るドメイン名の申出をクローズドコンピュータ
通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

３ 前項に基づきＣＣＮセンター契約に係るクローズドコンピュータ通信網契約者（以下「Ｃ
ＣＮセンター契約者」といいます。）からドメイン名の申出があった場合、当社は、その
申出のあったドメイン名にクローズドコンピュータ識別番号を割り当てます。 

３ 前項に基づきＣＣＮセンター契約に係るクローズドコンピュータ通信網契約者（以下「Ｃ
ＣＮセンター契約者」といいます。）からドメイン名の申出があった場合、当社は、その
申出のあったドメイン名にクローズドコンピュータ網識別番号を割り当てます。 
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（クローズドコンピュータ通信網契約申込みの承諾） 
第11条 （略） 

（クローズドコンピュータ通信網契約申込みの承諾） 
第11条 （略） 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのクローズドコンピュータ通信網
契約の申込みを承諾しないことがあります。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのクローズドコンピュータ通信網
契約の申込みを承諾しないことがあります。 

(1)〜(5) （略） (1)〜(5) （略） 
(6) ＣＣＮセンター契約の申込みをした者が、料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリー

２に係るクローズドコンピュータ通信網契約者と同⼀の者とならないとき。 
(6) ＣＣＮセンター契約の申込みをした者が、料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリー

２⼜はカテゴリー３に係るクローズドコンピュータ通信網契約者と同⼀の者とならない
とき。 

(7) ＣＣＮアクセス契約（料⾦表第１表に定めるカテゴリー２（クラス４⼜はクラス８に
係るものを除きます。）に係るものに限ります。）の申込みをした者が他社接続契約者
回線（ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係るものに限ります。）について協定事業者と
契約を締結している者と同⼀の者とならないとき。 

(7) ＣＣＮアクセス契約（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（クラス２に係るものを除
きます。）に係るものに限ります。）の申込みをした者が他社接続契約者回線（ＤＳＬ
回線⼜は光アクセス回線に係るものに限ります。）について協定事業者と契約を締結し
ている者と同⼀の者とならないとき。 

(8) その他社接続契約者回線（ＤＳＬ回線（料⾦表第１表に定めるカテゴリー２（クラス
１に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係る
協定事業者の承諾が得られないとき。 

(8) その他社接続契約者回線（ＤＳＬ回線（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（クラス
１に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係る
協定事業者の承諾が得られないとき。 

(9) ＣＣＮアクセス契約の申込みの場合に、クローズドコンピュータ通信網契約者が所属
するＣＣＮグループの代表者の同意がないとき。 

(9) （略） 

(10) ＣＣＮアクセス契約（料⾦表第１表に定めるカテゴリー２（クラス２（タイプ１に
係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係る申込
みをした者が、別記３に規定する接続契約者回線（Universal Oneサービス契約約款（第
２編及び第３編）に定めるＶＰＮ契約に係るものに限ります。）に係る契約者と同⼀の
者とならないとき。 

(10) 削除 

 (11) ＣＣＮアクセス契約（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（クラス１（タイプ４⼜
はタイプ６に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）の⼆重化付加契約に係
る申込みをした者が、通常契約を締結している者と同⼀の者とならないとき。 

 (12) ＣＣＮアクセス契約（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（クラス１（タイプ４⼜
はタイプ６に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）の⼆重化付加契約に係
る品⽬及び通信⼜は保守の態様による細⽬が、通常契約に係る品⽬及び通信⼜は保守の
態様による細⽬と同⼀とならないとき。 

 (13) ＣＣＮアクセス契約（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（クラス１（タイプ４⼜
はタイプ６に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）
に係る申込みをした者が、ＣＣＮセンター契約者と同⼀の者とならないとき。 

(11) 前10号に規定するほか、その他当社のクローズドコンピュータ通信網サービスに係
る業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。 

(14) 前13号に規定するほか、その他当社のクローズドコンピュータ通信網サービスに係
る業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。 

第12条〜第13条 （略） 第12条〜第13条 （略） 
（ＣＣＮグループ回線等の変更等） 
第14条 ＣＣＮセンター契約者は、ＣＣＮグループ回線の変更、ＣＣＮグループ識別共通符

号の変更⼜はＣＣＮグループ識別共通符号に係るドメイン名変更の請求をすることができ
ます。 

（ＣＣＮグループ回線等の変更等） 
第14条 ＣＣＮセンター契約者（カテゴリー２に係る者を除きます。）は、ＣＣＮグループ

回線の変更、ＣＣＮグループ識別共通符号の変更⼜はＣＣＮグループ識別共通符号に係る
ドメイン名変更の請求をすることができます。 
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２ ＣＣＮアクセス契約に係るクローズドコンピュータ通信網契約者（以下「ＣＣＮアクセ
ス契約者」といいます。）は、ＣＣＮアクセス回線の変更（料⾦表第１表に定めるカテゴ
リー２（クラス２（プラン３に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係る変
更を除きます。）の請求をすることができます。 

２ ＣＣＮアクセス契約に係るクローズドコンピュータ通信網契約者（以下「ＣＣＮアクセ
ス契約者」といいます。）は、ＣＣＮアクセス回線の変更（料⾦表第１表（料⾦）に定める
カテゴリー３（クラス１（タイプ４及びタイプ６に限ります。）に限ります。）に係る変更
を除きます。）の請求をすることができます。 

３ （略） ３ （略） 
 
第15条 削除 

（アクセス回線⼆重化） 
第15条 クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリー

３（クラス１（タイプ４⼜はタイプ６に係るものに限ります。）に係る者に限ります。）に
係る者に限ります。）は、通常契約に付加して⼆重化付加契約を締結することにより、ア
クセス回線⼆重化（通常契約に係る加⼊者回線⼜は接続契約者回線による通信を⾏うこと
ができない状態（通信に著しい⽀障が⽣じ、通信を⾏うことができない状態と同程度の状
態となる場合を含みます｡）となった場合に、通信を継続することができるようにするため、
１の加⼊者回線⼜は接続契約者回線を加えて設置⼜は接続することをいいます。以下同じ
とします。）を⾏うことができます。 

 （通常契約の解除に伴う⼆重化付加契約の扱い） 
第15条の２ 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者からそのクローズドコンピュー

タ通信網契約（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリー３（クラス１のタイプ４⼜はタ
イプ６に係るものに限ります。）に係るものに限ります。以下、本条において同じとしま
す。）の契約について、契約の解除があった旨の申出があったとき⼜はその事実を知った
ときは、そのクローズドコンピュータ通信網契約に係る⼆重化付加契約を解除します。 

（クローズドコンピュータ通信網契約に基づく権利の譲渡） 
第16条 （略） 
２ （略） 

（クローズドコンピュータ通信網契約に基づく権利の譲渡） 
第16条 （略） 
２ （略） 

３ 当社は、前項の規定によりクローズドコンピュータ通信網利⽤権の譲渡の承認を求めら
れたときは、次の場合を除いて、これを承認します。 

３ 当社は、前項の規定によりクローズドコンピュータ通信網利⽤権の譲渡の承認を求めら
れたときは、次の場合を除いて、これを承認します。 

(1)〜(5) （略） (1)〜(5) （略） 
(6) クローズドコンピュータ通信網利⽤権（ＣＣＮセンター契約に係るものに限ります。）

を譲り受けようとする者が、料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリー２に係るクロー
ズドコンピュータ通信網契約者と同⼀の者とならないとき。 

(6) クローズドコンピュータ通信網利⽤権（ＣＣＮセンター契約に係るものに限ります。）
を譲り受けようとする者が、料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリー２⼜はカテゴリ
ー３に係るクローズドコンピュータ通信網契約者と同⼀の者とならないとき。 

(7) クローズドコンピュータ通信網利⽤権（料⾦表第１表に定めるカテゴリー２（クラス
４⼜はクラス８に係るものを除きます。）に係るものに限ります。）を譲り受けようと
する者が、他社接続契約者回線（ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係るものに限ります。）
⼜は利⽤回線について協定事業者と契約を締結している者と同⼀の者とならないとき。 

(7) クローズドコンピュータ通信網利⽤権（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（クラス
２に係るものを除きます。）に係るものに限ります。）を譲り受けようとする者が、他
社接続契約者回線（ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係るものに限ります。）⼜は利⽤
回線について協定事業者と契約を締結している者と同⼀の者とならないとき。 

(8) その譲渡について、他社接続契約者回線（ＤＳＬ回線（料⾦表第１表に定めるカテゴ
リー２（クラス１に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るものに限り
ます。）に係る協定事業者の承認が得られないとき。 

(8) その譲渡について、他社接続契約者回線（ＤＳＬ回線（料⾦表第１表に定めるカテゴ
リー３（クラス１に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るものに限
ります。）に係る協定事業者の承認が得られないとき。 

(9) ＣＣＮアクセス契約の申込みの場合に、クローズドコンピュータ通信網契約者が所属
するＣＣＮグループの代表者の同意がないとき。 

(9) クローズドコンピュータ通信網契約者が所属するＣＣＮグループの代表者の同意が
ないとき。 
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(10) クローズドコンピュータ通信網利⽤権（料⾦表第１表に定めるカテゴリー２（クラ
ス２（タイプ１に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るものに限りま
す。）を譲り受けようとする者が、別記３に規定する接続契約者回線（Universal Oneサ
ービス契約約款（第２編及び第３編）に定めるＶＰＮ契約に係るものに限ります。）に
係る契約者と同⼀の者とならないとき。 

(10) 削除 

 (11) クローズドコンピュータ通信網利⽤権（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（クラ
ス１（タイプ４⼜はタイプ６に係るものに限ります。）の⼆重化付加契約に係るものに
限ります。）を譲り受けようとする者が、通常契約を締結している者と同⼀の者となら
ないとき。 

 (12) その譲渡について、⼆重化付加契約（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（料⾦表
第１表に定めるクラス１（タイプ４⼜はタイプ６に係るものに限ります。）に係るもの
に限ります。）に係る品⽬及び通信⼜は保守の態様による細⽬が、通常契約に係る品⽬
及び通信⼜は保守の態様による細⽬と同⼀とならないとき。 

 (13) クローズドコンピュータ通信網利⽤権（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（料⾦
表第１表に定めるクラス１（タイプ４⼜はタイプ６に係るものに限ります。）に係るも
のに限ります。）に係るものに限ります。）を譲り受けようとする者が、ＣＣＮセンタ
ー契約者と同⼀の者とならないとき。 

(11) その他当社のクローズドコンピュータ通信網サービスに係る業務の遂⾏上著しい⽀
障があるとき。 

(14) 前13号に規定するほか、その他当社のクローズドコンピュータ通信網サービスに係
る業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。 

４ （略） ４ （略） 
（光アクセス回線の事業者変更） 
第16条の２ クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴ

リー２のクラス８に係る者に限ります。）は、光アクセス回線の事業者変更（出）の請求
をすることができます。 

 
第16条の２ 削除 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第11条（クローズドコンピュータ通信網契約申込
みの承諾）第２項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の場合を除いて、これを承諾
します。 

 

(1) 事業者変更先の電気通信事業者が承諾しないとき。  
(2) 加⼊者回線に係る品⽬若しくは細⽬の変更⼜は移転の請求があるとき。  
(3) その他光アクセス回線の事業者変更（出）に関する業務の遂⾏に係る当社と東⽇本電

信電話株式会社⼜は⻄⽇本電信電話株式会社との契約に基づく条件に適合しないとき。 
 

３ 当社は、第１項の請求を承諾したときは、事業者変更承諾番号（光アクセス回線の事業
者変更の⼿続きに必要となる番号をいいます。以下同じとします。）を発⾏します。この
場合において、事業者変更承諾番号は、発⾏⽇から起算して15⽇間に限り有効とします。 

 

（その他の契約内容の変更） 
第17条 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から請求があったときは、第10条（ク

ローズドコンピュータ通信網契約申込みの⽅法）第４号に規定する契約内容の変更を⾏い
ます。 

（その他の契約内容の変更） 
第17条 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から請求があったときは、第10条（ク

ローズドコンピュータ通信網契約申込みの⽅法）第５号に規定する契約内容の変更を⾏い
ます。 
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２ （略） ２ （略） 
第18条〜第21条 （略） 第18条〜第21条 （略） 
  
  第５章 付加機能   第５章 削除 
（付加機能の提供） 
第22条 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から請求があったときは、次の場合

を除き、料⾦表第１表（料⾦）に定めるところにより付加機能を提供します。 

 
第22条 削除 

(1) 付加機能の提供を請求したクローズドコンピュータ通信網契約者が、付加機能利⽤料
の⽀払いを現に怠り、⼜は怠るおそれがあるとき。 

 

(2) 付加機能の提供を請求したクローズドコンピュータ通信網契約者が、本条第２項の規
定により、その付加機能の利⽤を停⽌されている、⼜はその付加機能の廃⽌を受けたこ
とがあるとき。 

 

(3) 付加機能の提供を請求したクローズドコンピュータ通信網契約者が、虚偽の内容を含
む請求を⾏ったとき。 

 

(4) 付加機能の提供が技術的に困難なとき⼜は保守することが著しく困難である等当社
のクローズドコンピュータ通信網サービスに係る業務の遂⾏上⽀障があるとき。 

 

２ 当社は、料⾦表第１表（料⾦）に別段の定めがあるときは、その付加機能の利⽤の停⽌
⼜は廃⽌を⾏うことがあります。 

 

（付加機能の廃⽌） 
第23条 当社は、付加機能の提供を受けているクローズドコンピュータ通信網契約者から廃

⽌の申出があったときは、その付加機能を廃⽌します。 

 
第23条 削除 

  
  第６章〜第７章 （略）   第６章〜第７章 （略） 
  
  第８章 利⽤中⽌等   第８章 利⽤中⽌等 
第27条 （略） 第27条 （略） 
（利⽤停⽌） 
第28条 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、

６か⽉以内で当社が定める期間（そのクローズドコンピュータ通信網サービスの料⾦その
他の債務（この約款の規定により、⽀払いを要することとなったクローズドコンピュータ
通信網サービスの料⾦、⼯事に関する費⽤⼜は割増⾦等の料⾦以外の債務をいいます。以
下本条において同じとします。）を⽀払わないときは、その料⾦その他の債務が⽀払われ
るまでの間）､そのクローズドコンピュータ通信網サービスの⼀部⼜は全部の利⽤を停⽌す
ることがあります。 

（利⽤停⽌） 
第28条 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、

６か⽉以内で当社が定める期間（そのクローズドコンピュータ通信網サービスの料⾦その
他の債務（この約款の規定により、⽀払いを要することとなったクローズドコンピュータ
通信網サービスの料⾦、⼯事に関する費⽤⼜は割増⾦等の料⾦以外の債務をいいます。以
下本条において同じとします。）を⽀払わないときは、その料⾦その他の債務が⽀払われ
るまでの間）､そのクローズドコンピュータ通信網サービスの⼀部⼜は全部の利⽤を停⽌す
ることがあります。 

(1) 料⾦その他の債務（接続契約者回線⼜は他社接続共⽤回線に係るものを含みます。）
について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。 

(1) 料⾦その他の債務（接続契約者回線に係るものを含みます。）について、⽀払期⽇を
経過してもなお⽀払わないとき。 

(2)〜(5) （略） (2)〜(5) （略） 
２〜４ （略） ２〜４ （略） 
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５ 前４項に規定するほか、当社は別冊に別段の定めがある場合はそのクローズドコンピュ
ータ通信網サービスの利⽤を停⽌することがあります。 

５ 削除 

第29条 （略） 第29条 （略） 
  
  第９章 通信   第９章 通信 
（通信利⽤の制限等） 
第30条 （略） 

（通信利⽤の制限等） 
第30条 （略） 

２ （略） ２ （略） 
３ 当社は、⽇本国内で遵守すべき条約、法令等により禁⽌⼜は処罰の対象となりうるコン

テンツ等に関して、当社が指定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体から提供され
るアドレスリストに基づき、クローズドコンピュータ通信網契約者からの閲覧要求に対し
て当該閲覧を制限することがあります。 

３ 削除 

４ 前項の規定によりクローズドコンピュータ通信網契約者の利⽤に不利益が⽣ずる場合が
あることについて、クローズドコンピュータ通信網契約者はあらかじめ同意するものとし
ます。 

４ 削除 

５ （略） ５ （略） 
（C&Cサーバ等との通信の遮断等） 
第30条の２ 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者が当社に対してインターネット

上のサーバに対するアクセス要求をした際、マルウェア（コンピュータウイルス、ワーム
⼜はスパイウェア等の「悪意のあるソフトウェア」の総称をいいます。）に感染すること
等により、当該クローズドコンピュータ通信網契約者がC&Cサーバ（外部から侵⼊して乗
っ取ったコンピュータを多数利⽤したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送
って制御するサーバコンピュータのことをいいます。）等とアクセスしようとする場合で
あって、そのアクセスを遮断するため、当該クローズドコンピュータ通信網契約者のアク
セス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・⾃動的に検知し、
当社が指定するアドレスリストとの間の照会を⾏い、当該リストにあるドメイン情報等と
⼀致するときは、当該名前解決要求に係る通信を遮断するものとします。この場合におい
て、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を⾏うことなく直ちに実施するものとしま
す。 

 
第30条の２ 削除 

２ クローズドコンピュータ通信網契約の申込みをする者及びクローズドコンピュータ通信
網契約者は、前項の当社が⾏う検知及び通信の遮断に係る内容及び⽬的等につき、あらか
じめ包括的に同意していただきます。 

 

３ クローズドコンピュータ通信網契約者は、随時、本条に規定する当社が⾏う検知及び通
信の遮断等につき、他の条件を同⼀としたまま当該検知及び通信の遮断等を⾏わないよう
設定変更できるものとし、当社は、当社のＷｅｂサイト（https://www.ntt.com/busine
ss/services/security/security-measures/malware）において、その設定変更の⽅法を公
表します。 
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４ 当社は、本条の規定による措置を実施する場合において、クローズドコンピュータ通信
網契約者の利⽤するサービスの完全性及び可⽤性を保証するものではありません。本条の
規定による当社が⾏う検知及び通信の遮断等により、クローズドコンピュータ通信網契約
者の通信の利⽤に不利益が⽣ずる場合があることについて、クローズドコンピュータ通信
網契約者はあらかじめ同意するものとします。 

 

（回線による制約） 
第31条 クローズドコンピュータ通信網契約者は、当社⼜は当社以外の電気通信事業者の契

約約款及び料⾦表の定めるところにより、接続契約者回線等、ＤＳＬ回線、光アクセス回
線、を使⽤することができない場合（当社が別に定める理由により、使⽤することができ
ない状態と同程度の状態となる場合を含みます。）においては、クローズドコンピュータ
通信網サービスを利⽤することができない場合があります。 

（回線による制約） 
第31条 クローズドコンピュータ通信網契約者は、当社⼜は当社以外の電気通信事業者の契

約約款及び料⾦表の定めるところにより、接続契約者回線等、ＤＳＬ回線、光アクセス回
線を使⽤することができない場合（当社が別に定める理由により、使⽤することができな
い状態と同程度の状態となる場合を含みます。）においては、クローズドコンピュータ通
信網サービスを利⽤することができない場合があります。 

（注） （略） （注） （略） 
  
  第10章 料⾦等   第10章 料⾦等 
   第１節 （略）    第１節 （略） 
   第２節 料⾦等の⽀払義務    第２節 料⾦等の⽀払義務 
（利⽤料⾦等の⽀払義務） 
第33条 クローズドコンピュータ通信網契約者は、その契約に基づいて当社がクローズドコ

ンピュータ通信網サービスの提供を開始した⽇（付加機能⼜は端末設備についてはその提
供を開始した⽇）から起算して、契約の解除があった⽇（付加機能⼜は端末設備について
はその廃⽌のあった⽇）の前⽇までの期間（提供を開始した⽇と解除⼜は廃⽌のあった⽇
が同⼀の⽇である場合は、１⽇間とします。）について、料⾦表第１表（料⾦）に規定する
クローズドコンピュータ通信網契約に係る利⽤料⾦及び使⽤料（以下「定額利⽤料等」と
いいます。）の⽀払いを要します。 

（利⽤料⾦等の⽀払義務） 
第33条 クローズドコンピュータ通信網契約者は、その契約に基づいて当社がクローズドコ

ンピュータ通信網サービスの提供を開始した⽇（端末設備についてはその提供を開始した
⽇）から起算して、契約の解除があった⽇（端末設備についてはその廃⽌のあった⽇）の
前⽇までの期間（提供を開始した⽇と解除⼜は廃⽌のあった⽇が同⼀の⽇である場合は、
１⽇間とします。）について、料⾦表第１表（料⾦）に規定するクローズドコンピュータ
通信網契約に係る利⽤料⾦及び使⽤料（以下「定額利⽤料等」といいます。）の⽀払いを
要します。 

２ 前項の期間において、クローズドコンピュータ通信網サービスを全く利⽤することがで
きない状態が⽣じたときの料⾦の⽀払いは、次によります。 

２ 前項の期間において、クローズドコンピュータ通信網サービスを全く利⽤することがで
きない状態が⽣じたときの料⾦の⽀払いは、次によります。 

(1) 利⽤停⽌があったときは、クローズドコンピュータ通信網契約者は、その期間中の定
額利⽤料等の⽀払いを要し、第50条（クローズドコンピュータ通信網契約者からの通知）
第３項に規定するクローズドコンピュータ通信網サービスへの接続が出来ないときは、
クローズドコンピュータ通信網契約者は、そのクローズドコンピュータ通信網サービス
への接続が出来ない期間中の定額利⽤料等の⽀払いを要します。 

(1) 利⽤停⽌があったときは、クローズドコンピュータ通信網契約者は、その期間中の定
額利⽤料等の⽀払いを要し、第49条（クローズドコンピュータ通信網契約者からの通知）
第３項に規定するクローズドコンピュータ通信網サービスへの接続が出来ないときは、
クローズドコンピュータ通信網契約者は、そのクローズドコンピュータ通信網サービス
への接続が出来ない期間中の定額利⽤料等の⽀払いを要します。 

(2) （略） (2) （略） 
３〜（注） （略） ３〜（注） （略） 
第34条〜第35条 （略） 第34条〜第35条 （略） 
   第３節〜第４節 （略）    第３節〜第４節 （略） 
  
  第11章〜第12章 （略）   第11章〜第12章 （略） 
  
  第13章 雑則   第13章 雑則 
第44条〜第49条 （略） 第44条〜第49条 （略） 
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（クローズドコンピュータ通信網契約者の⽒名の通知等） 
第50条 （略） 

（クローズドコンピュータ通信網契約者の⽒名の通知等） 
第50条 （略） 

２ （略） ２ （略） 
３ クローズドコンピュータ通信網契約者は、光アクセス回線の事業者変更（出）にあたり、

その加⼊者回線に係る情報（光コラボレーション事業者が締結する光コラボレーションモ
デルに関する契約に基づき契約事業者が保有する情報であって、クローズドコンピュータ
通信網契約者の⽒名⼜は名称、住所⼜は居所、加⼊者回線の設置場所、加⼊者回線に係る
品⽬⼜は細⽬、契約事業者がクローズドコンピュータ通信網契約者に対して直接提供する
サービスがある場合には当該サービスに関するクローズドコンピュータ通信網契約者と契
約事業者との契約内容をいいます。）のうち、光アクセス回線の事業者変更を⾏うために
必要な情報について、契約事業者が事業者変更先の電気通信事業者に通知する必要がある
ことについて、予め承諾するものとします。 

３ 削除 

第51条〜第57条の４ （略） 第51条〜第57条の４ （略） 
  
  第14章 附帯サービス   第14章 附帯サービス 
（附帯サービス） 
第58条 クローズドコンピュータ通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについて

は、別記15から別記21までに定めるところによります。 

（附帯サービス） 
第58条 クローズドコンピュータ通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについて

は、別記16から別記21までに定めるところによります。 
  
別記 別記 
１〜２ （略） １〜２ （略） 
３ クローズドコンピュータ通信網サービスの提供に係る当社若しくは協定事業者⼜は契約

事業者の電気通信サービスの契約等 
３ クローズドコンピュータ通信網サービスの提供に係る当社若しくは協定事業者⼜は契約

事業者の電気通信サービスの契約等 
(1) 接続契約者回線に係るもの (1) 接続契約者回線に係るもの 

 契約の種別等 契約約款の名称   契約の種別等 契約約款の名称  
 第１種契約 イーサネット通信サービス契約約款      
 ＶＰＮ契約（アクセスタイプ７に係るも

のに限ります。） 
Universal One サービス契約約款（第２
編） 

     

 Universal One契約 Universal One サービス契約約款（第１
編） 

  Universal One契約 Universal One サービス契約約款（第１
編） 

 

  
(2) （略） (2) （略） 

４〜14 （略） ４〜14 （略） 
15 クローズドコンピュータ通信網サービスに係る端末設備の提供 15 削除 
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(1) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテ
ゴリー２に係る者に限ります。以下15において同じとします。）から請求があったとき
は、そのクローズドコンピュータ通信網サービスに係る端末設備を提供します。この場
合、クローズドコンピュータ通信網契約者は料⾦表第３表（附帯サービスに関する料⾦）
に規定する料⾦の⽀払いを要します。 

 

(2) クローズドコンピュータ通信網サービスに係る端末設備の提供の請求を⾏うことが
できるクローズドコンピュータ通信網契約者は、料⾦表第３表に規定する端末設備の種
類等ごとに、次のとおりとします。 

 

 端末設備の種類 クローズドコンピュータ通信網契約者   
 メイン型 Ⅰ型、Ⅱ型、Ｎ型及

びボイスゲートウ
ェイ型 

ア クラス１のタイプ２のコース１に係る者 
イ クラス４のコース１に係る者 
ウ クラス８に係る者 

  

(3) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から請求があったときは、料⾦表第３
表に定めるところにより端末設備に係るオプションサービスを提供します。この場合、
クローズドコンピュータ通信網契約者は、料⾦表第３表に規定する料⾦の⽀払いを要し
ます。 

 

(4) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から請求があったときは、端末設備の
設置若しくは移転⼜はその他の変更に係る⼯事を⾏います。この場合、クローズドコン
ピュータ通信網契約者は、料⾦表第３表に規定する⼯事費の⽀払いを要します。 

 

(5) 端末設備を設置するために必要な場所は、クローズドコンピュータ通信網契約者から
提供していただきます。 

 

(6) 端末設備に必要な電気は、クローズドコンピュータ通信網契約者から提供していただ
きます。 

 

(7) クローズドコンピュータ通信網契約者が端末設備を使⽤することができなくなった
ときは、当社に修理の請求をしていただきます。 

 

(8) クローズドコンピュータ通信網契約者は、当社が提供した端末設備を善良な管理者の
注意をもって保管していただきます。 

 

(9) クローズドコンピュータ通信網契約者は、(8)の規定に違反して端末設備を亡失し、
⼜はき損したときは、当社が指定する期⽇までにその補充、修繕その他の⼯事等に必要
な費⽤を⽀払っていただきます。 

 

(10) クローズドコンピュータ通信網契約者は、当社が設置した端末設備について、端末
設備の廃⽌、クローズドコンピュータ通信網契約の解除、クローズドコンピュータ通信
網サービスの⼀部若しくは全部の廃⽌⼜はその他の事由により、その端末設備を使⽤す
る権利を失ったときは、その端末設備をクローズドコンピュータ通信網契約者の費⽤負
担により原状に復したうえで、当社が指定する期⽇までに当社が指定する⽅法によりク
ローズドコンピュータ通信網サービス取扱所へ返還していただきます。 
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(11) クローズドコンピュータ通信網契約者は、(10)の規定による端末設備の返還が遅延
したとき（当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます。）は、当社が別に算定す
る⾦額を⽀払っていただきます。 

 

(12) クローズドコンピュータ通信網契約者は、(10)の規定による端末設備の返還に関
し、当社がその端末設備をその所在場所から撤去⼜は回収するときは、その撤去⼜は回
収に協⼒するものとし、これを妨害し、⼜は拒んだりしないものとします。 

 

(13) 当社は、(10)の規定による端末設備の返還に際して、クローズドコンピュータ通信
網契約者がその端末設備以外の物品等を同梱した場合、その物品等の所有者がその所有
権を放棄したものとみなし、その物品等を任意に処分できるものとします。 

 

16 加⼊者回線に係る端末設備の提供 16 加⼊者回線に係る端末設備の提供 
(1) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテ

ゴリー２（クラス４に係るものであってプラン１に係るものに限ります。）⼜はカテゴ
リー３（クラス２のタイプ１に係るものに限ります。以下16において同じとします。）
から請求があったときは、そのクローズドコンピュータ通信網サービスに係る端末設備
を提供します。この場合、クローズドコンピュータ通信網契約者は料⾦表第３表（附帯
サービスに関する料⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 

(1) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテ
ゴリー３（クラス２のタイプ１に係るものに限ります。以下16において同じとします。）
から請求があったときは、そのクローズドコンピュータ通信網サービスに係る端末設備
を提供します。この場合、クローズドコンピュータ通信網契約者は料⾦表第３表（附帯
サービスに関する料⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 

(2)〜(12) （略） (2)〜(12) （略） 
17 （略） 17 （略） 
18 クローズドコンピュータ通信網サービスに係る屋内配線の提供等 18 クローズドコンピュータ通信網サービスに係る屋内配線の提供等 

(1) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表に定めるカテゴリー２
（クラス４（プラン１に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）⼜はカテゴリ
ー３（クラス２のタイプ１に係るものに限ります。）に係る者に限ります。以下18にお
いて同じとします。）から請求があったときは、そのクローズドコンピュータ通信網サ
ービスに係る屋内配線を提供します。この場合、クローズドコンピュータ通信網契約者
は、料⾦表第３表（附帯サービスに関する料⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 

(1) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテ
ゴリー３（クラス２のタイプ１に係るものに限ります。）に係る者に限ります。以下18
において同じとします。）から請求があったときは、そのクローズドコンピュータ通信
網サービスに係る屋内配線を提供します。この場合、クローズドコンピュータ通信網契
約者は、料⾦表第３表（附帯サービスに関する料⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要しま
す。 

(2)〜(11) （略） (2)〜(11) （略） 
19 保守⼀元サービスの提供等 19 保守⼀元サービスの提供等 
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(1) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテ
ゴリー２（クラス１（タイプ２に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）⼜は
カテゴリー３（クラス１に係るものに限ります。）に係る者に限ります。以下19におい
て同じとします。）から請求があったときは、その契約に係る協定事業者の提供するＤ
ＳＬ回線（別記３に規定する他社接続契約者回線に係るものに限ります。以下19におい
て同じとします。）⼜は光アクセス回線（別記３に規定する他社接続契約者回線（東⽇
本電信電話株式会社⼜は⻄⽇本電信電話株式会社の卸電気通信役務を利⽤する他の電気
通信事業者の電気通信サービスに係るものを除きます。）に係るものに限ります。以下
19において同じとします。）の故障等に係る保守⼀元サービス（クローズドコンピュー
タ通信網契約者が協定事業者へ修理の請求等を⾏うものを当社が⼀元的に取次ぎ、代⾏
して⾏うものをいいます。）を提供します。この場合、クローズドコンピュータ通信網
契約者は料⾦表第３表（附帯サービスに関する料⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要しま
す。 

(1) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテ
ゴリー３（クラス１に係るものに限ります。）に係る者に限ります。以下19において同
じとします。）から請求があったときは、その契約に係る協定事業者の提供するＤＳＬ
回線（別記３に規定する他社接続契約者回線に係るものに限ります。以下19において同
じとします。）⼜は光アクセス回線（別記３に規定する他社接続契約者回線（東⽇本電
信電話株式会社⼜は⻄⽇本電信電話株式会社の卸電気通信役務を利⽤する他の電気通信
事業者の電気通信サービスに係るものを除きます。）に係るものに限ります。以下19に
おいて同じとします。）の故障等に係る保守⼀元サービス（クローズドコンピュータ通
信網契約者が協定事業者へ修理の請求等を⾏うものを当社が⼀元的に取次ぎ、代⾏して
⾏うものをいいます。）を提供します。この場合、クローズドコンピュータ通信網契約
者は料⾦表第３表（附帯サービスに関する料⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 

(2) （略） (2) （略） 
20〜23 （略） 20〜23 （略） 
  
料⾦表 
通則 

料⾦表 
通則 

１ （略） １ （略） 
２ 当社は、次の場合が⽣じたときは、定額利⽤料等をその利⽤⽇数に応じて⽇割します。 ２ 当社は、次の場合が⽣じたときは、定額利⽤料等をその利⽤⽇数に応じて⽇割します。 

(1) 料⾦⽉の初⽇以外の⽇にクローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始（付加
機能⼜は端末設備についてはその提供の開始）があったとき。 

(1) 料⾦⽉の初⽇以外の⽇にクローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始（端末
設備についてはその提供の開始）があったとき。 

(2) 料⾦⽉の初⽇以外の⽇に契約の解除（付加機能⼜は端末設備についてはその廃⽌）が
あったとき。 

(2) 料⾦⽉の初⽇以外の⽇に契約の解除（端末設備についてはその廃⽌）があったとき。 

(3) 料⾦⽉の初⽇にクローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始（付加機能⼜は
端末設備についてはその提供の開始）を⾏い、その⽇にその契約の解除（付加機能⼜は
端末設備についてはその廃⽌）があったとき。 

(3) 料⾦⽉の初⽇にクローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始（端末設備につ
いてはその提供の開始）を⾏い、その⽇にその契約の解除（端末設備についてはその廃
⽌）があったとき。 

(4)〜(6) （略） (4)〜(6) （略） 
３〜13 （略） ３〜13 （略） 
  
第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 利⽤料⾦ 
  １ 適⽤ 

第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 利⽤料⾦ 
  １ 適⽤ 

 区  分 内        容   区  分 内        容  
 (1) 種別に係る

料⾦の適⽤ 
当社は、料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり種別を定め
ます。 

  (1) 種別に係る
料⾦の適⽤ 

当社は、料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり種別を定め
ます。 

 

   種 別 内     容      種 別 内     容   
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   カテゴリー２ １ 次の(1)から(3)までに掲げるものか
ら構成されるグループを利⽤するもの
であって、ＣＣＮグループ識別共通符
号⼜は当社が付与するＩＰアドレスに
より、本欄２（通信の相⼿先）に掲げる
通信の相⼿先との通信を⾏うもの 

     カテゴリー２ １ 次の(1)から(3)までに掲げるものか
ら構成されるグループを利⽤するもの
であって、ＣＣＮグループ識別共通符
号⼜は当社が付与するＩＰアドレスに
より、本欄２（通信の相⼿先）に掲げる
通信の相⼿先との通信を⾏うもの 

  

    (1) 他社接続契約者回線（ＤＳＬ回線
⼜は光アクセス回線に係るものに限
ります。） 

      (1) （略）   

    (2) 別記３に規定する接続契約者回
線のうち次に係るもの 

      (2) 接続契約者回線   

    ア Universal Oneサービス契約約
款（第１編）に定めるUniversal 
One契約 

         

    イ Universal Oneサービス契約約
款（第２編及び第３編）に定める
ＶＰＮ契約 

         

    (3) 加⼊者回線       (3) （略）   
    ２ （略）       ２ （略）   
   カテゴリー３ （略）      カテゴリー３ （略）   
   備考 （略）      備考 （略）   
        
 (2) 品⽬に係る

料⾦の適⽤ 
ア 当社は、カテゴリー２（クラス２（タイプ１のプラン３及び

タイプ６に係るものを除きます。）に限ります。）に係る料⾦
額を適⽤するにあたって、次表のとおり品⽬を定めます。 

  (2) 品⽬に係る
料⾦の適⽤ 

ア 削除  

   品  ⽬ 内   容       
   １Mb/sから１Mb/sごとに

５Mb/sまで及び10Mb/sか
ら10Mb/sごとに100Mb/s
までの品⽬ 

料⾦表別表に規定する伝送
速度までの符号伝送が可能
なもの 

      

   備考       
   １ カテゴリー２（クラス２のタイプ１に係るものに限

ります。）に係る通信は、別記３に規定する接続契約
者回線（Universal Oneサービス契約約款（第２編及
び第３編）に定めるＶＰＮ契約に係るものに限りま
す。）との間で⾏うことができます。 
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   ２ カテゴリー２（クラス２に係るものに限ります。）
については、クラス１、クラス４⼜はクラス８に係る
契約が１以上の場合に限り提供します。 

      

        
  イ 当社は、カテゴリー２（クラス４⼜はクラス８に係るものに

限ります。）⼜はカテゴリー３（クラス２に係るものに限りま
す。）に係る料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり品⽬
を定めます。 

   イ 当社は、カテゴリー３（クラス２に係るものに限ります。）
に係る料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり品⽬を定め
ます。 

 

  (ア) ＤＳＬ回線に係るもの    (ア) ＤＳＬ回線に係るもの  
   品⽬ 内     容      品⽬ 内     容   
   （略） （略）      （略） （略）   
   備考      備考   
   １ （略）      １ （略）   
   ２ ＤＳＬ回線に係るものは、カテゴリー２のクラス８

に係るものを除き提供します。 
     ２ 削除   

        
  (イ) 光アクセス回線に係るもの    (イ) 光アクセス回線に係るもの  
   品⽬ 内     容      品⽬ 内     容   
   100Mb/s （略）      100Mb/s （略）   
   200Mb/s 最⼤200Mbit/sまでの符号伝送が可能な

もの 
         

   備考 200Mb/sはクラス８に限り提供します。      備考 削除   
        
  ウ （略）    ウ （略）  
 (3) 細⽬に係る

料⾦の適⽤ 
ア 当社は、カテゴリー２に係る料⾦額を適⽤するにあたって、

次表のとおり通信⼜は保守の態様による細⽬を定めます。 
  (3) 細⽬に係る

料⾦の適⽤ 
ア 当社は、カテゴリー２に係る料⾦額を適⽤するにあたって、

次表のとおり通信⼜は保守の態様による細⽬を定めます。 
 

  (ア) 接続形態による区別    (ア) 接続形態による区別  
   区 別 内     容      区 別 内     容   
   クラス１ 別記３に規定するＤＳＬ回線⼜は光アク

セス回線と接続して提供するもの 
         

   クラス２ 別記３に規定する接続契約者回線と接続
して提供するもの 

     クラス２ （略）   

   クラス４ 加⼊者回線と接続して提供するもの          
   クラス８ 加⼊者回線と接続して提供するものであ

ってクラス４以外のもの 
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   備考 この約款に定めのない、クラス４及びクラス８の加
⼊者回線に係る提供条件は、別記３に定める協定事業
者の契約約款（料⾦表の規定に係るものに限ります。）
に準ずるものとします。 

        

         備考 カテゴリー２（クラス２に係るものに限ります。）
については、同⼀のＣＣＮグループに属するアクセス
契約が１以上ある場合に限り提供します。 

  

        
  (イ) アクセス回線による区別    (イ) アクセス回線による区別  
  Ａ クラス１に係るもの    Ａ 削除  
   区 別 内     容          
   タイプ２ 別記15に定める端末設備を利⽤して別

記３に規定するＤＳＬ回線⼜は光アクセ
ス回線と接続して提供するもの 

         

        
  Ｂ クラス２に係るもの    Ｂ クラス２に係るもの  
   区 別 内     容      区 別 内     容   
   タイプ１ 別 記 ３ に 規 定 す る 接 続 契 約 者 回 線

（Universal One サービス契約約款（第
２編及び第３編）に定めるＶＰＮ契約に
係るものに限ります。）と接続して提供
するもの 

         

   タイプ６ （略）      タイプ６ （略）   
        
  (ウ) 中継網による区別    (ウ) 削除  
   区 別 内     容          
   コース１ 中継網を⼆重化しないもの          
        
  イ （略）    イ （略）  
  ウ 当社は、カテゴリー２（クラス４に係るものに限ります。）

⼜はカテゴリー３（クラス２に係るものに限ります。）に係る
料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり保守の態様による
細⽬を定めます。 

   ウ 当社は、カテゴリー３（クラス２に係るものに限ります。）
に係る料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり保守の態様
による細⽬を定めます。 

 

   （略）      （略）   
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 (4) カテゴリー
２の区別に係る
料⾦の適⽤ 

ア クラス１のタイプ２には次の区別があります。   (4) 削除 削除  

   区 別 内     容          
   プラン１ 別記３に定めるＤＳＬ回線を利⽤するもの          
   プラン２ 次に掲げる光アクセス回線を利⽤するもの 

・東⽇本電信電話株式会社の契約約款及び
料⾦表に規定するメニュー５－１の
100Mb/s品⽬のⅠ型のプラン３に係る
ものであって、同社が同社の契約約款及
び料⾦表の規定によりⅠ型からⅡ型への
細⽬の変更（契約者からの請求によるも
のを除きます。）を⾏ったもの 

         

   プラン３ 別記３のEK010に係る光アクセス回線を利
⽤するもの 

         

   プラン５ 次に掲げる光アクセス回線を利⽤するもの 
・東⽇本電信電話株式会社の契約約款及び

料⾦表に規定するメニュー５－２の
100Mb/s品⽬のⅠ型に係るものであっ
て、同社が同社の契約約款及び料⾦表の
規定によりⅠ型からⅡ型への細⽬の変更
（契約者からの請求によるものを除きま
す。）を⾏ったもの 

         

   プランＮＦ 別記３のEK030、EK040、WK020⼜は
WK030に係る光アクセス回線を利⽤する
もの 

         

   プランＮＭ 別記３のEM020、EM030、WM020⼜は
WM030に係る光アクセス回線を利⽤する
もの 

         

        
  イ クラス２のタイプ１には次の区別があります。      
   区 別 内     容          
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   プラン１ 別記３に定める接続契約者回線（Universal 
Oneサービス契約約款（第２編及び第３編）
に定めるＶＰＮ契約（アクセスタイプ７の
コース２のクラス１に限ります。）に係る
ものに限ります。）を利⽤するものであっ
て、回線収容部に係る電気通信設備の帯域
を共有して提供するもの 

         

   プラン２ 別記３に定める接続契約者回線（Universal 
Oneサービス契約約款（第２編及び第３編）
に定めるＶＰＮ契約（アクセスタイプ７の
コース２のクラス２に限ります。）に係る
ものに限ります。）を利⽤するものであっ
て、回線収容部に係る電気通信設備の帯域
を専有して提供するもの 

         

   プラン３ 別記３に定める接続契約者回線（Universal 
Oneサービス契約約款（第２編及び第３編）
に定めるＶＰＮ契約（アクセスタイプ７の
コース２のクラス３に限ります。）に係る
ものに限ります。）を利⽤するものであっ
て、回線収容部に係る電気通信設備の帯域
を共有して提供するもの 

         

        
  ウ 削除      
  エ クラス４には次の区別があります。      
   区 別 内     容          
   プラン１ 別記３に定めるＤＳＬ回線を利⽤するもの          
   プラン３ 次に掲げる光アクセス回線を利⽤するもの 

・東⽇本電信電話株式会社の契約約款及び
料⾦表に規定するメニュー５－１の
100Mb/s品⽬のⅠ型のプラン３に係る
ものであって、同社が同社の契約約款及
び料⾦表の規定によりⅠ型からⅡ型への
細⽬の変更（契約者からの請求によるも
のを除きます。）を⾏ったもの 

         

   プラン４ 別記３のEK010に係る光アクセス回線を利
⽤するもの 
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   プランＮＦ 別記３のEK030、EK040、WK020⼜は
WK030に係る光アクセス回線を利⽤する
もの 

         

        
  オ クラス８には次の区別があります。      
   区 別 内     容          
   プランＮＦ 別記３のEK030、EK040、WK020⼜は

WK030に係る光アクセス回線を利⽤する
もの 

         

   プランＮＭ 別記３のEM020、EM030、WM020⼜は
WM030に係る光アクセス回線を利⽤する
もの 

         

        
 (5) カテゴリー

２の利⽤の開始
等に係る料⾦の
適⽤ 

カテゴリー２のクラス２のプラン３の利⽤の開始等があった場
合の料⾦の適⽤は、次のとおりとします。 

  (5) 削除 削除  

  ア 利⽤の開始があった場合      
  利⽤の開始をした⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から定額利

⽤料を適⽤します。ただし、そのクローズドコンピュータ通
信網サービスの利⽤の開始と廃⽌が同⽉に⾏われた場合、そ
の廃⽌の⽇にかかわらず利⽤開始⽉の定額利⽤料の⽀払い
を要します。 

     

  イ ＣＣＮグループ回線の変更があった場合      
  ＣＣＮグループ回線の変更（カテゴリー２に係るＤＳＬ回

線⼜は光アクセス回線との間の変更に限ります。）があった
場合の定額利⽤料は、その変更前のＣＣＮグループ回線の利
⽤の廃⽌及び、その変更後のＣＣＮグループ回線の利⽤の開
始が同時にあったものとみなして取り扱い定額利⽤料を適
⽤します。 

     

  ウ 利⽤の廃⽌があった場合      
  第33条（利⽤料⾦等の⽀払義務）の規定に係らず、その廃

⽌⽉を含む料⾦⽉の定額利⽤料の⽀払いを要します。 
     

 (6) 定額利⽤料
の適⽤ 

クローズドコンピュータ通信網サービスの定額利⽤料は、次のと
おりとします。 

  (6) 定額利⽤料
の適⽤ 

クローズドコンピュータ通信網サービスの定額利⽤料は、次のと
おりとします。 

 

  ア カテゴリー２の場合    ア カテゴリー２の場合  
  (ア) クラス１の場合    (ア) 削除  
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  ＣＣＮグループ回線における１の他社接続契約者回線
（ＤＳＬ回線（別記３に定める契約に係るものに限りま
す。）⼜は光アクセス回線（別記３に定める契約に係るも
のに限ります。）に係るものに限ります。）ごとに基本額
を適⽤します。 

     

  (イ) クラス２の場合    (イ) クラス２の場合  
  Ａ タイプ１の定額利⽤料（プラン３に係るものを除きま

す。）は、１回線ごとに基本額を適⽤します。 
   Ａ 削除  

  Ｂ （略）    Ｂ （略）  
  Ｃ プラン３の定額利⽤料は、ＣＣＮグループ回線のＤＳ

Ｌ回線⼜は光アクセス回線に係る回線数にそれぞれの
基本額を乗じて得た額を合算して適⽤します。 

   Ｃ 削除  

  (ウ) クラス４及びクラス８の場合    (ウ) 削除  
  ＣＣＮグループ回線における１の加⼊者回線ごとに基

本額を適⽤します。 
     

  イ （略）    イ （略）  
 (7) 利⽤料⾦の

適⽤除外 
クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー２（クラス
４（プラン１に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）
⼜はカテゴリー３（クラス２のタイプ１に係るものに限ります。）
に係るものに限ります。以下、この欄において同じとします。）
の提供の開始、加⼊者回線の移転⼜は品⽬の変更により、リンク
未確⽴状態となった場合（そのことを当社が確認できる場合に限
ります。）であって、そのクローズドコンピュータ通信網サービ
スの提供の開始、加⼊者回線の移転⼜は品⽬の変更の⽇の翌⽇か
ら起算して20⽇以内に、クローズドコンピュータ通信網契約者
からその旨の申出があり、そのクローズドコンピュータ通信網契
約の解除、加⼊者回線の移転⼜は品⽬の変更の請求が⾏われた場
合は、料⾦表第1表（料⾦）の規定にかかわらず、リンク未確⽴
状態の期間に係る利⽤料⾦は適⽤しません。 

  (7) 利⽤料⾦の
適⽤除外 

クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３（クラス
２のタイプ１に係るものに限ります。）に係るものに限ります。
以下、この欄において同じとします。）の提供の開始、加⼊者回
線の移転⼜は品⽬の変更により、リンク未確⽴状態となった場合
（そのことを当社が確認できる場合に限ります。）であって、そ
のクローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始、加⼊者
回線の移転⼜は品⽬の変更の⽇の翌⽇から起算して20⽇以内
に、クローズドコンピュータ通信網契約者からその旨の申出があ
り、そのクローズドコンピュータ通信網契約の解除、加⼊者回線
の移転⼜は品⽬の変更の請求が⾏われた場合は、料⾦表第1表（料
⾦）の規定にかかわらず、リンク未確⽴状態の期間に係る利⽤料
⾦は適⽤しません。 

 

 (8) 最低利⽤期
間内に契約の解
除等があった場
合の料⾦の適⽤ 

ア クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー２（ク
ラス１、クラス４⼜はクラス８のものに限ります。）⼜はカテ
ゴリー３（クラス１のタイプ４⼜はタイプ６に係るものを除き
ます。）に係るものに限ります。）に係る最低利⽤期間は、第
12条（最低利⽤期間）にかかわらず１か⽉とします。 

  (8) 最低利⽤期
間内に契約の解
除等があった場
合の料⾦の適⽤ 

ア クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３（ク
ラス１のタイプ４⼜はタイプ６に係るものを除きます。）に係
るものに限ります。）に係る最低利⽤期間は、第12条（最低利
⽤期間）にかかわらず１か⽉とします。 
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  イ クローズドコンピュータ通信網契約者は、最低利⽤期間内に
クローズドコンピュータ通信網契約（カテゴリー２のクラス２
のタイプ６⼜はプラン３に係るものを除きます。）の解除があ
った場合は、第33条（利⽤料⾦等の⽀払義務）及び料⾦表通則
の規定にかかわらず、残余の期間（クローズドコンピュータ通
信網契約の解除があった⽇の翌⽇から起算して最低利⽤期間
の満了⽇までとします。）に対応する定額利⽤料に相当する額
を、当社が定める期⽇までに、⼀括して⽀払っていただきます。 

   イ クローズドコンピュータ通信網契約者は、最低利⽤期間内に
クローズドコンピュータ通信網契約（カテゴリー２のクラス２
のタイプ６に係るものを除きます。）の解除があった場合は、
第33条（利⽤料⾦等の⽀払義務）及び料⾦表通則の規定にかか
わらず、残余の期間（クローズドコンピュータ通信網契約の解
除があった⽇の翌⽇から起算して最低利⽤期間の満了⽇まで
とします。）に対応する定額利⽤料に相当する額を、当社が定
める期⽇までに、⼀括して⽀払っていただきます。 

 

  ウ （略）    ウ （略）  
  
  ２ 料⾦額 
   ２－１ 定額利⽤料 
    (1) 基本額 

  ２ 料⾦額 
   ２－１ 定額利⽤料 
    (1) 基本額 

     ア カテゴリー２のもの      ア カテゴリー２のもの 
      (ア) クラス１のもの 
       タイプ２のもの 
        コース１のもの 

      (ア) 削除 

１のＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線ごとに⽉額  
 区   分 料  ⾦  額   
 プラン１のもの 5,000円（5,500円）   
 プラン２のもの 5,000円（5,500円）   
 プラン３のもの 8,000円（8,800円）   
 プラン５のもの 5,000円（5,500円）   
 プランＮＦのもの 5,000円（5,500円）   
 プランＮＭのもの 5,000円（5,500円）   
  
      (イ) クラス２のもの 
       Ａ タイプ１のもの 
        ａ プラン１のもの 

      (イ) 削除 

１接続契約者回線ごとに⽉額  
 区   分 料  ⾦  額   
 １Mb/sのもの 48,000円（52,800円）   
 ２Mb/sのもの 60,000円（66,000円）   
 ３Mb/sのもの 70,000円（77,000円）   
 ４Mb/sのもの 75,000円（82,500円）   
 ５Mb/sのもの 80,000円（88,000円）   
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 10Mb/sのもの 96,000円（105,600円）   
 20Mb/sのもの 100,000円（110,000円）   
 30Mb/sのもの 150,000円（165,000円）   
  
        ｂ プラン２のもの  

１接続契約者回線ごとに⽉額  
 区   分 料  ⾦  額   
 10Mb/sのもの 500,000円（550,000円）   
 20Mb/sのもの 610,000円（671,000円）   
 30Mb/sのもの 798,000円（877,800円）   
 40Mb/sのもの 960,000円（1,056,000円）   
 50Mb/sのもの 1,115,000円（1,226,500円）   
 60Mb/sのもの 1,280,000円（1,408,000円）   
 70Mb/sのもの 1,490,000円（1,639,000円）   
 80Mb/sのもの 1,660,000円（1,826,000円）   
 90Mb/sのもの 1,830,000円（2,013,000円）   
 100Mb/sのもの 2,000,000円（2,200,000円）   
  
        ｃ プラン３のもの  

ＣＣＮグループ回線ごとに⽉額  
 区   分 料  ⾦  額   
 ＤＳＬ回線のもの 2,800円（3,080円）   
 光アクセス回線のもの 6,500円（7,150円）   
  
       Ｂ 削除  
      (ウ) クラス４のもの 
       コース１のもの 
        Ａ プラン１のもの 
         ａ 東⽇本電信電話株式会社に係るもの 

      (ウ) 削除 

１契約ごとに⽉額  
 区   分 料  ⾦  額   
 1.5Mb/sのもの 11,050円（12,155円）   
 ８Mb/sのもの 11,250円（12,375円）   
 12Mb/sのもの 11,350円（12,485円）   
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 40Mb/sのもの 11,450円（12,595円）   
 47Mb/sのもの 11,550円（12,705円）   
  
         ｂ ⻄⽇本電信電話株式会社に係るもの  

１契約ごとに⽉額  
 区   分 料  ⾦  額   
 1.5Mb/sのもの 11,050円（12,155円）   
 ８Mb/sのもの 11,250円（12,375円）   
 12Mb/sのもの 11,350円（12,485円）   
 40Mb/sのもの 11,450円（12,595円）   
 47Mb/sのもの 11,450円（12,595円）   
  
        Ｂ プラン３のもの 
         東⽇本電信電話株式会社に係るもの 

 

１契約ごとに⽉額  
 区   分 料  ⾦  額   
 100Mb/sのもの 10,600円（11,660円）   
  
        Ｃ プラン４のもの 
         東⽇本電信電話株式会社に係るもの 

 

１契約ごとに⽉額  
 区   分 料  ⾦  額   
 100Mb/sのもの 18,500円（20,350円）   
  
        Ｄ プランＮＦのもの 
         ａ 東⽇本電信電話株式会社に係るもの 

 

１契約ごとに⽉額  
 区   分 料  ⾦  額   
 100Mb/sのもの 10,600円（11,660円）   
  
         ｂ ⻄⽇本電信電話株式会社に係るもの  

１契約ごとに⽉額  
 区   分 料  ⾦  額   
 100Mb/sのもの 10,800円（11,880円）   
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      (エ) クラス８のもの       (エ) 削除 
１契約ごとに⽉額  

 区   分 料  ⾦  額   
 プランＮＦのもの 11,400円（12,540円）   
 プランＮＭのもの 10,100円（11,110円）   
  
     イ （略）      イ （略） 
    (2) 加算額 
     保守メニュー２のものに係る加算額 

    (2) 加算額 
     保守メニュー２のものに係る加算額 

      ア カテゴリー２のクラス４のもの 
       (ア) 東⽇本電信電話株式会社に係るもの 

      ア 削除 

１の加⼊者回線ごとに⽉額  
 区   分 料  ⾦  額   
 プラン１に係るもの 2,500円（2,750円）   
 プラン３に係るもの 2,500円（2,750円）   
 プラン４に係るもの 2,500円（2,750円）   
 プランＮＦに係るもの 2,500円（2,750円）   
  
       (イ) ⻄⽇本電信電話株式会社に係るもの  

１の加⼊者回線ごとに⽉額  
 区   分 料  ⾦  額   
 プラン１に係るもの 2,500円（2,750円）   
 プランＮＦに係るもの 2,500円（2,750円）   
  
      イ （略）       イ （略） 
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   ２－２ 付加機能利⽤料 
⽉額 

   ２－２ 削除 

 区   分 単  位 料⾦額   
 イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
機
能 

こ の 機
能 を 利
⽤ す る
ク ロ ー
ズ ド コ
ン ピ ュ
ー タ 通
信 網 契
約 者 が
イ ン タ
ー ネ ッ
ト に 接
続 を ⾏
な う こ
と が で
き る 機
能 

ク ラ
ス １
に 係
る も
の 

タ
イ
プ
２
に
係
る
も
の 

コ ー
ス １
に 係
る も
の 

プ ラ ン
１ に 係
るもの 

１のＣＣＮアク
セス回線ごとに 

2,980円 
(3,278円) 

  

 プ ラ ン
２ に 係
るもの 

１のＣＣＮアク
セス回線ごとに 

2,980円 
(3,278円) 

  

   プ ラ ン
３ に 係
るもの 

１のＣＣＮアク
セス回線ごとに 

7,500円 
(8,250円) 

  

     プ ラ ン
５ に 係
るもの 

１のＣＣＮアク
セス回線ごとに 

2,980円 
(3,278円) 

  

     プ ラ ン
Ｎ Ｆ に
係 る も
の 

１のＣＣＮアク
セス回線ごとに 

2,980円 
(3,278円) 

  

      プ ラ ン
Ｎ Ｍ に
係 る も
の 

１のＣＣＮアク
セス回線ごとに 

2,980円 
(3,278円) 

  

   ク ラ
ス ４
に 係
る も
の 

コース１に
係るもの 

プ ラ ン
１ に 係
るもの 

１のＣＣＮアク
セス回線ごとに 

2,980円 
(3,278円) 

  

    プ ラ ン
３ に 係
るもの 

１のＣＣＮアク
セス回線ごとに 

2,980円 
(3,278円) 

  

     プ ラ ン
４ に 係
るもの 

１のＣＣＮアク
セス回線ごとに 

7,500円 
(8,250円) 

  

     プ ラ ン
Ｎ Ｆ に
係 る も
の 

１のＣＣＮアク
セス回線ごとに 

2,980円 
(3,278円) 
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備
考 

１ この機能は、カテゴリー２に係るクローズドコンピュータ通信網契
約者のうち次に掲げる者に限り提供します。 
(1) クラス１のタイプ２（コース１（プラン１、プラン２、プラン３、

プラン５、プランＮＦ⼜はプランＮＭに係るものに限ります。）に
係るものに限ります。）に係る者 

(2) クラス４のコース１（プラン１、プラン３、プラン４⼜はプラン
ＮＦに係るものに限ります。）に係る者 

(3) クラス８に係る者 

  

   ２ この機能を利⽤した通信については、当社は、通信の品質を保証し
ません。 

  

 拠
点
間
通
信
機
能 

拠点間通信を⾏うことができる
機能 

プ ラ ン
Ｎ Ｆ に
係 る も
の 

１の回線につき
２アドレス⽬以
降１のアドレス
ごとに 

100円 
(110円) 

  

 備
考 

１ 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（カテゴリー２のク
ラス８に係る者であって、その加⼊者回線が⻄⽇本電信電話株式会社
に係る者に限ります。以下この欄において同じとします。）に限り、こ
の機能を提供します。 

  

   ２ クローズドコンピュータ通信網契約者は、光アクセス回線の転⽤⼜
は光アクセス回線の事業者変更（⼊）の場合に限り、この機能の申込
みを⾏うことができます。 

  

  
 第２ 使⽤料 
  １ クローズドコンピュータ通信網契約に係るもの 
   １－１ （略） 

 第２ 使⽤料 
  １ クローズドコンピュータ通信網契約に係るもの 
   １－１ （略） 

   １－２ 料⾦額 
    １－２－１ （略） 
    １－２－２ 屋内配線使⽤料 

   １－２ 料⾦額 
    １－２－１ （略） 
    １－２－２ 屋内配線使⽤料 

 単 位 料 ⾦ 額   単 位 料 ⾦ 額  
 １の加⼊者回線ごとに⽉額 200円（220円）   （略） （略）  
 備考 屋内配線使⽤料は、次に掲げるクローズドコンピュータ通信網契約に係る加⼊

者回線に適⽤します。 
  備考 屋内配線使⽤料は、次に掲げるクローズドコンピュータ通信網契約に係る加⼊

者回線に適⽤します。 
 

 (1) カテゴリー２のクラス４（プラン３、プラン４⼜はプランＮＦに係るものに限
ります。）に係るもの 

  (1) 削除  

 (2) （略）   (2) （略）  
  
 第３ ⼿続きに関する料⾦ 
  １ 適⽤ 

 第３ ⼿続きに関する料⾦ 
  １ 適⽤ 



〜2021年１⽉30⽇ 2021年１⽉31⽇〜 
 

28/37 

 

 区  分 内        容   区  分 内        容  
 (1) ⼿続きに関

する料⾦の適⽤ 
⼿続きに関する料⾦は、次のとおりとします。   (1) ⼿続きに関

する料⾦の適⽤ 
⼿続きに関する料⾦は、次のとおりとします。  

   種 別 内     容      種 別 内     容   
   譲渡承認⼿数

料 
（略）      譲渡承認⼿数

料 
（略）   

   事務⼿数料 光アクセス回線の転⽤の請求をし、その
承認を受けたときに⽀払いを要する料⾦ 

         

   事業者変更⼿
数料 

次の場合に⽀払いを要する料⾦          

    (1) 光アクセス回線の事業者変更（⼊）
の請求をし、その承認を受けたとき。 

         

    (2) 光アクセス回線の事業者変更（出）
の完了後のキャンセルに伴い、クロー
ズドコンピュータ通信網契約の申込み
⼜はクローズドコンピュータ通信網サ
ービスの品⽬等の変更の請求をし、そ
の承諾を受けたとき。 

         

        
 (2) （略） （略）   (2) （略） （略）  
  
  ２ 料⾦額   ２ 料⾦額 
 料 ⾦ 種 別 単 位 料 ⾦ 額   料 ⾦ 種 別 単 位 料 ⾦ 額  
 譲渡承認⼿数料 （略） （略）   譲渡承認⼿数料 （略） （略）  
 事務⼿数料 １の契約ごとに 3,000円（3,300円）       
 事業者変更⼿数料 １の契約ごとに 3,000円（3,300円）       
  
第２表 ⼯事に関する費⽤（⼯事費（附帯サービスの⼯事費を除きます。）） 
 １ 適⽤ 

第２表 ⼯事に関する費⽤（⼯事費（附帯サービスの⼯事費を除きます。）） 
 １ 適⽤ 

 区  分 内        容   区  分 内        容  
 (1) ⼯事費の算

定 
⼯事費は、施⼯した⼯事に係るネットワーク⼯事費、アクセス回
線⼯事費、回線調整⼯事費、配線経路調査⼯事費、配線経路構築
⼯事費、結果報告⼯事費、現地調査報告⼯事費、訪問時刻指定⼯
事費及び開通サポート⼯事費を合計して算定します。 

  (1) ⼯事費の算
定 

⼯事費は、施⼯した⼯事に係るネットワーク⼯事費、アクセス回
線⼯事費、回線調整⼯事費、配線経路調査⼯事費、配線経路構築
⼯事費、結果報告⼯事費、訪問時刻指定⼯事費及び開通サポート
⼯事費を合計して算定します。 

 

 (2) ネットワー
ク⼯事費及び回
線調整⼯事費の
適⽤ 

ネットワーク⼯事費及び回線調整⼯事費は、次の場合に適⽤しま
す。 

  (2) ネットワー
ク⼯事費及び回
線調整⼯事費の
適⽤ 

ネットワーク⼯事費及び回線調整⼯事費は、次の場合に適⽤しま
す。 
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   区  分 ネットワーク⼯事費等の適⽤      区  分 ネットワーク⼯事費等の適⽤   
   ア （略） （略）      ア （略） （略）   
   イ 回線調整

⼯事費 
クローズドコンピュータ通信網契約（カ
テゴリー２（クラス４（プラン１に係る
ものに限ります。）に係るものに限りま
す。）⼜はカテゴリー３のクラス２のタ
イプ１に係るものに限ります。）に係る
ものに限ります。）に係る加⼊者回線に
ついて、回線調整（回線収容替え、ブリ
ッジタップはずし（加⼊者回線に係る伝
送路設備が分岐している状態を、分岐し
ていない状態にすることをいいます。以
下、同じとします。）⼜は保安器の変更
等を⾏なうことをいいます。以下、同じ
とします。）を⾏なった場合に適⽤しま
す。 

     イ 回線調整
⼯事費 

クローズドコンピュータ通信網契約（カ
テゴリー３のクラス２のタイプ１に係る
ものに限ります。）に係るものに限りま
す。）に係る加⼊者回線について、回線
調整（回線収容替え、ブリッジタップは
ずし（加⼊者回線に係る伝送路設備が分
岐している状態を、分岐していない状態
にすることをいいます。以下、同じとし
ます。）⼜は保安器の変更等を⾏なうこ
とをいいます。以下、同じとします。）を
⾏なった場合に適⽤します。 

  

        
 (3) アクセス回

線⼯事費の適⽤ 
ア （略） 
イ クローズドコンピュータ通信網契約者は、午後５時から午前

８時までの時間帯に次の⼯事を⾏ってほしい旨の申出を⾏う
場合は、(11)欄に規定する訪問時刻指定⼯事の希望の有無にか
かわらず、対象となる契約者回線等に係る⼯事に加えて、訪問
時刻指定⼯事の申込みを要します。 

  (3) アクセス回
線⼯事費の適⽤ 

ア （略） 
イ クローズドコンピュータ通信網契約者は、午後５時から午前

８時までの時間帯に次の⼯事を⾏ってほしい旨の申出を⾏う
場合は、(11)欄に規定する訪問時刻指定⼯事の希望の有無にか
かわらず、対象となる契約者回線等に係る⼯事に加えて、訪問
時刻指定⼯事の申込みを要します。 

 

  (ア) カテゴリー２のクラス４（プラン１に係るものを除きま
す。）に係る加⼊者回線の⼯事 

(イ) カテゴリー２のクラス８に係る加⼊者回線の⼯事 
(ウ) （略） 

   (ア) 削除 
 
(イ) 削除 
(ウ) （略） 

 

 (4)〜(5) （略） （略）   (4)〜(5) （略） （略）  
 (6) 配線経路調

査⼯事費の適⽤ 
当社は、クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー２
⼜はカテゴリー３に係るものであって、加⼊者回線が光アクセス
回線に係るものに限ります。）について、次のとおり、配線経路
の調査に係る配線経路調査⼯事費を適⽤します。 

  (6) 配線経路調
査⼯事費の適⽤ 

当社は、クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３
に係るものであって、加⼊者回線が光アクセス回線に係るものに
限ります。）について、次のとおり、配線経路の調査に係る配線
経路調査⼯事費を適⽤します。 

 

  ア〜オ （略）    ア〜オ （略）  
 (7) 配線経路構

築⼯事費 
当社は、クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー２
⼜はカテゴリー３に係るものであって、加⼊者回線が光アクセス
回線に係るものに限ります。）について、次のとおり、配線経路
の構築に係る配線経路構築⼯事費を適⽤します。 

  (7) 配線経路構
築⼯事費 

当社は、クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３
に係るものであって、加⼊者回線が光アクセス回線に係るものに
限ります。）について、次のとおり、配線経路の構築に係る配線
経路構築⼯事費を適⽤します。 

 

  ア〜オ （略）    ア〜オ （略）  
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 (8) 結果報告⼯
事費の適⽤ 

当社は、クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー２
⼜はカテゴリー３に係るものであって、加⼊者回線が光アクセス
回線に係るものに限ります。）について、次のとおり、⼯事の結
果の報告に係る結果報告⼯事費を適⽤します。 

  (8) 結果報告⼯
事費の適⽤ 

当社は、クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３
に係るものであって、加⼊者回線が光アクセス回線に係るものに
限ります。）について、次のとおり、⼯事の結果の報告に係る結
果報告⼯事費を適⽤します。 

 

  ア〜カ （略）    ア〜カ （略）  
 (9) 現地調査報

告⼯事費の適⽤ 
当社は、次のとおり、写真付き現地調査報告に係る現地調査報告
⼯事費を適⽤します。 

  (9) 削除 削除  

  ア 写真付き現地調査報告とは、クローズドコンピュータ通信網
契約者から、現地調査報告⼯事費を⽀払うことを条件として、
当社が光アクセス回線の設置場所において⾏う調査について、
写真付きの調査報告を⾏ってほしい旨の申出があった場合に、
当社がその報告を⾏うことをいいます。 

     

  イ 当社は、次に掲げるクローズドコンピュータ通信網契約者に
限り、写真付き現地調査報告を提供します。 

     

  (ア) カテゴリー２のクラス４（プラン１に係るものを除きま
す。）に係る者 

(イ) カテゴリー２のクラス８に係る者 

     

  ウ 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から写真付き
現地調査報告の申出があった場合は、当社が光アクセス回線の
設置場所において調査が必要と判断した場合であって、当社の
クローズドコンピュータ通信網サービスに係る業務の遂⾏上
⽀障がないときに限り、写真付き現地調査報告を⾏います。 

     

  エ クローズドコンピュータ通信網契約者は、次の場合に、現地
調査報告⼯事費の⽀払いを要します。 

     

  (ア) 当社が写真付き現地調査報告を⾏ったとき。 
(イ) クローズドコンピュータ通信網契約者の責めに帰すべ

き理由により、当社が写真付き現地調査報告を⾏えなかった
とき。 

     

  オ エの規定にかかわらず、クローズドコンピュータ通信網契約
者は、当社の責めに帰すべき理由により写真付き現地調査報告
が完了しなかった場合は、現地調査報告⼯事費の⽀払いを要し
ません。 

     

  カ エ及びオのほか、当社は、写真付き現地調査報告に係る当社
の準備等に要した費⽤を請求することがあります。 
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 (10)  割 増 ⼯ 事
費の適⽤ 

当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から割増⼯事費を
⽀払うことを条件に次表に規定する時間帯に⼯事を⾏ってほし
い旨の申出があった場合であって、当社のクローズドコンピュー
タ通信網サービスに係る業務の遂⾏上⽀障がないときは、その時
間帯に⼯事を⾏うことがあります（ただし、(8)欄に規定する⼯
事結果報告及び(9)欄に規定する写真付き現地調査報告を⾏う時
間帯は、そのクローズドコンピュータ通信網契約者の申出の有無
にかかわらず、その報告の対象となる⼯事を⾏う時間帯と同じと
みなします。）。この場合の割増⼯事費の額は、２（⼯事費の額）
の規定にかかわらず、次表に規定する額とします。 

  (10) 割増⼯事費
の適⽤ 

当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から割増⼯事費を
⽀払うことを条件に次表に規定する時間帯に⼯事を⾏ってほし
い旨の申出があった場合であって、当社のクローズドコンピュー
タ通信網サービスに係る業務の遂⾏上⽀障がないときは、その時
間帯に⼯事を⾏うことがあります（ただし、(8)欄に規定する⼯
事結果報告を⾏う時間帯は、そのクローズドコンピュータ通信網
契約者の申出の有無にかかわらず、その報告の対象となる⼯事を
⾏う時間帯と同じとみなします。）。この場合の割増⼯事費の額
は、２（⼯事費の額）の規定にかかわらず、次表に規定する額と
します。 

 

   （略）      （略）   
        
 (11)  訪 問 時 刻

指定⼯事費の適
⽤ 

当社は、クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー２
のクラス４（プラン１に係るものを除きます。）、カテゴリー２
のクラス８⼜はカテゴリー３のクラス２（タイプ１に係るものを
除きます。）に限ります。）について、次のとおり、訪問時刻指
定⼯事に係る訪問時刻指定⼯事費を適⽤します。 

  (11) 訪問時刻指
定⼯事費の適⽤ 

当社は、クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３
のクラス２（タイプ１に係るものを除きます。）に限ります。）
について、次のとおり、訪問時刻指定⼯事に係る訪問時刻指定⼯
事費を適⽤します。 

 

  ア〜ケ （略）    ア〜ケ （略）  
 (12)  ⼯ 事 費 の

適⽤除外 
次の⼯事については、２（⼯事費の額）の規定にかかわらず、⼯
事費の⽀払いを要しません。 

  (12) ⼯事費の適
⽤除外 

次の⼯事については、２（⼯事費の額）の規定にかかわらず、⼯
事費の⽀払いを要しません。 

 

  ア ＣＣＮグループ内通信機能に関する⼯事    ア 削除  
  イ クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー２のク

ラス４のプラン１⼜はカテゴリー３のクラス２のタイプ１に
係るものに限ります。）の提供の開始により、ＤＳＬ回線に起
因してリンク未確⽴状態となった場合（そのことを当社が確認
できる場合に限ります。）であって、そのクローズドコンピュ
ータ通信網サービスの提供の開始の⽇の翌⽇から起算して20
⽇以内に、クローズドコンピュータ通信網契約者からその旨の
申出があり、そのクローズドコンピュータ通信網契約の解除⼜
は加⼊者回線の移転若しくは品⽬等の変更の請求が⾏われた
ときの⼯事（リンク未確⽴状態となったクローズドコンピュー
タ通信網サービスに係るもの及びその変更前の品⽬等への変
更に係るもの⼜はその移転前の加⼊者回線の終端の場所への
移転に係るものに限ります。） 

   イ クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３のク
ラス２のタイプ１に係るものに限ります。）の提供の開始によ
り、ＤＳＬ回線に起因してリンク未確⽴状態となった場合（そ
のことを当社が確認できる場合に限ります。）であって、その
クローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始の⽇の
翌⽇から起算して20⽇以内に、クローズドコンピュータ通信
網契約者からその旨の申出があり、そのクローズドコンピュー
タ通信網契約の解除⼜は加⼊者回線の移転若しくは品⽬等の
変更の請求が⾏われたときの⼯事（リンク未確⽴状態となった
クローズドコンピュータ通信網サービスに係るもの及びその
変更前の品⽬等への変更に係るもの⼜はその移転前の加⼊者
回線の終端の場所への移転に係るものに限ります。） 

 

 (13) (略) （略）   (13) (略) （略）  
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 (14)  光 ア ク セ
ス回線の転⽤⼜
は光アクセス回
線の事業者変更
に係る復元⼯事
費の適⽤ 

光アクセス回線の転⽤⼜は光アクセス回線の事業者変更に係る
⼯事において、当社が当該転⽤⼜は事業者変更以前の契約状態へ
復元する⼯事を実施した場合において、当社が必要と認めるとき
は、その⼯事に要した実費相当額の費⽤を当該転⽤⼜は事業者変
更の申込みをした者に負担していただきます。この場合、負担を
要する費⽤の額は、その費⽤の額に消費税相当額を加算した額と
します。 

  (14) 削除 削除  

 (15) (略) （略）   (15) (略) （略）  
  
 ２ ⼯事費の額  ２ ⼯事費の額 

クローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始、品⽬等の変更、アクセス回線
⼆重化の利⽤、回線終端装置の設置等、回線調整⼜はその他の契約内容の変更に関する
⼯事 

クローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始、品⽬等の変更、アクセス回線
⼆重化の利⽤、回線終端装置の設置等、回線調整⼜はその他の契約内容の変更に関する
⼯事 

 区    分 単  位 ⼯事費の額   区    分 単  位 ⼯事費の額  
 (1) 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
⼯
事
費 

ア 
イ
⼜
は
ウ
以
外
に
関
す
る
⼯
事
の
場
合 

カテゴリー２
に関する⼯事
の場合 

ク ラ
ス１、
ク ラ
ス ４
⼜ は
ク ラ
ス ８
に 関
す る
⼯ 事
の 場
合 

利 ⽤
の 開
始 に
関 す
る ⼯
事 の
場合 

１の⼯事ごとに 3,000円 
(3,300円) 

  (1) 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
⼯
事
費 

ア 
イ
⼜
は
ウ
以
外
に
関
す
る
⼯
事
の
場
合 

カテゴリー２
に関する⼯事
の場合 

    

     上 記
以 外
に 関
す る
⼯ 事
の 場
合 

１の⼯事ごとに 2,000円 
(2,200円) 
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    クラス２に関
する⼯事の場
合 

１の⼯事ごとに 6,000円 
(6,600円) 

     クラス２に関
する⼯事の場
合 

（略） （略）  

   （略） （略） （略）     （略） （略） （略）  
  イ ＣＣＮグルー

プの利⽤の開始
に関する⼯事の
場合 

カテゴリー２に関
する⼯事の場合 

１の⼯事ごとに 4,000円 
(4,400円) 

   イ 削除     

  ウ （略） （略） （略）    ウ （略） （略） （略）  
 (2) アクセス回線⼯事費（カテゴリー２（クラス

４⼜はクラス８に係るものに限ります。）⼜は
カテゴリー３（クラス１（タイプ６に係るもの
に限ります。）⼜はクラス２に係るものに限り
ます。）に関する⼯事の場合に限ります。） 

 別 に 算 定 す
る実費 

  (2) アクセス回線⼯事費（カテゴリー３（クラス
１（タイプ６に係るものに限ります。）⼜はク
ラス２に係るものに限ります。）に関する⼯事
の場合に限ります。） 

 別に算定す
る実費 

 

 (3)〜(6) （略） （略） （略）   (3)〜(6) （略） （略） （略）  
 (7) 現地調査報告⼯事費 １の⼯事ごとに 別 に 算 定 す

る実費 
  (7) 削除    

 (8)〜(9) （略） （略） （略）   (8)〜(9) （略） （略） （略）  
 備考 （略）   備考 （略）  
  
第３表 附帯サービスに関する料⾦ 
 第１ 端末設備使⽤料 
  １ 適⽤ 

第３表 附帯サービスに関する料⾦ 
 第１ 削除 

 区  分 内        容      
 (1) 端末設備の

提供に係る料⾦
の適⽤ 

ア 当社はクローズドコンピュータ通信網サービスに係る端末
設備使⽤料を適⽤するにあたって、次表のとおり端末設備の種
別を定めます。 

     

   種  類 内     容          
   メイン型 その本体にＤＳＬ回線⼜は光アクセス回

線を１回線収容することができるもの 
         

        
  イ 当社はクローズドコンピュータ通信網サービスに係る端末

設備使⽤料を適⽤するにあたって、次表のとおり端末設備の種
類を定めます。 

     

   種別 種類 内     容          
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   メ イ
ン型 

Ⅰ型 電気通信回線を収容するインタフェ
ースが10BASE-T及び100BASE-T
X対応のものであって、ＩＰアドレ
スを払い出す機能を有する端末設備 

         

    Ⅱ型 Ⅰ型の端末設備の機能に加えて、複
数ネットワーク機能（複数のＬＡＮ
に係るルーティングが出来る機能を
いいます。以下、同じとします。）
等⾼度な機能の提供を⾏うことがで
きるもの 

         

    Ｎ型 Ⅰ型、Ⅱ型及びボイスゲートウェイ
型以外のもの 

         

    ボイスゲ
ートウェ
イ型 

⾳声通信を⾏うために利⽤する装置          

        
  ウ 端末設備に関する料⾦は、端末設備使⽤料、端末設備の保守

に関する料⾦及びオプションサービス利⽤料を合算して適⽤
します。 

     

  エ 当社はボイスゲートウェイ型をカテゴリー２のクラス８に
係るものに限り提供します。 

     

  オ 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（ボイスゲー
トウェイ型を利⽤する者に限ります。以下この欄において同じ
とします。）から請求があったときは、無線ＬＡＮカード（ボ
イスゲートウェイ型に設置するものであって、無線ＬＡＮ通信
ができるものをいいます。）を提供します。この場合、クロー
ズドコンピュータ通信網契約者は２（料⾦額）に規定する料⾦
の⽀払いを要します。 

     

  カ 当社は端末設備の提供等に係る料⾦を料⾦表通則の規定に
準じて取り扱います。 

     

 (2) 端末設備の
保守に係る料⾦
の適⽤ 

当社は、端末設備の提供等に係る料⾦を適⽤するにあたって、次
表のとおり端末設備の保守の区別を定めます。 

     

   区  別 内     容          
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   保守タイプ０ その端末設備の修理⼜は復旧について当
社の係員（当社の委託により修理⼜は復
旧を⾏う者を含みます。以下この表にお
いて同じとします。）を派遣しないもの
であって、クローズドコンピュータ通信
網サービス取扱所の営業時間外にその端
末設備の修理の請求を受け付けた場合
に、その受け付けた時刻以後の直近の営
業時間においてその修理⼜は復旧の⼿配
を⾏うもの 

         

   保守タイプ１ クローズドコンピュータ通信網サービス
取扱所の営業時間外に、その端末設備に
ついて修理の請求を受け付けた時刻以後
の直近の営業時間においてその修理⼜は
復旧を⾏うもの 

         

   保守タイプ２ その端末設備の修理の請求を受け付けた
場合、クローズドコンピュータ通信網サ
ービス取扱所の営業時間にかかわらずそ
の修理⼜は復旧を⾏うもの 

         

   保守タイプ３ 保守タイプ０から保守タイプ２以外のも
の 

         

   備考         
   １ 当社は、保守タイプ３に係る端末設備については、保

守タイプ０、保守タイプ１⼜は保守タイプ２に係る端末
設備を利⽤するクローズドコンピュータ通信網契約者
に限り提供します。この場合、保守タイプ３に係る端末
設備の種類は、保守タイプ０、保守タイプ１⼜は保守タ
イプ２に係る端末設備の種類と同⼀のものとします。 

        

   ２ ボイスゲートウェイ型は、保守タイプ０に限り提供し
ます。 

        

        
  
  ２ 料⾦額 
   ２－１ 端末設備使⽤料 

１台ごとに⽉額 

 

 種  類 料 ⾦ 額      
 Ⅰ型 2,000円（2,200円）      
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 Ⅱ型 4,800円（5,280円）      
 Ｎ型 4,800円（5,280円）      
 ボイスゲートウェイ型 ―      
 無線ＬＡＮカード 100円（110円）      
  
   ２－２ 端末設備の保守に関する料⾦ 

１台ごとに⽉額 
 

 種  類 料 ⾦ 額   
  保守タイプ

０ 
保守タイプ

１ 
保守タイプ

２ 
保守タイプ

３ 
  

 Ⅰ型 ― 850円 
(935円) 

1,000円 
(1,100円) 

―   

 Ⅱ型 ― 1,700円 
(1,870円) 

2,100円 
(2,310円) 

―   

 Ｎ型 ― 1,700円 
(1,870円) 

2,100円 
(2,310円) 

―   

 ボイスゲートウェイ型 ― ― ― ―   
  
   ２－３ オプションサービス利⽤料 

１台ごとに⽉額 
 

 区  分 種  類 料 ⾦ 額   
 簡易設定変更サービス Ｎ型に係るもの 1,000円（1,100円）   
 備考 簡易設定変更サービスとは、上記の料⾦を⽀払うことを条件として、端末設備

の設定変更（当社の指定する内容に限ります。）を、その変更に係る端末設備の
提供等に関する⼯事費の⽀払を要することなく⾏うことができるサービスをいい
ます。 

  

  
  ３ 端末設備の提供等に関する⼯事費  
 区  分 単  位 料 ⾦ 額   
 端末設備の提供等に関する⼯事費 １の⼯事ごとに 別に算定する実費   
  
 第２ 加⼊者回線に係る端末設備等使⽤料 
  １ 適⽤ 

 第２ 加⼊者回線に係る端末設備等使⽤料 
  １ 適⽤ 

 区  分 内        容   区  分 内        容  
 (1) （略） （略）   (1) （略） （略）  
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 (2) 加⼊者回線
に係る端末設備
等使⽤料の適⽤
に関する特例 

クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー２のクラス
４のプラン１⼜はカテゴリー３のクラス２のタイプ１に限りま
す。）の提供の開始により、ＤＳＬ回線に起因してリンク未確⽴
状態となった場合（そのことを当社が確認できる場合に限りま
す。）であって、そのクローズドコンピュータ通信網サービスの
提供の開始の⽇の翌⽇から起算して20⽇以内に、クローズドコ
ンピュータ通信網契約者からその旨の申出があり、そのクローズ
ドコンピュータ通信網契約の解除⼜は加⼊者回線の移転若しく
は品⽬等の変更の請求が⾏われた場合は、第２加⼊者回線に係る
端末設備等使⽤料の規定にかかわらず、端末設備等使⽤料（リン
ク未確⽴状態となったクローズドコンピュータ通信網サービス
に係るもの及びその変更前の品⽬への変更に係るもの⼜はその
移転前の加⼊者回線の終端の場所への移転に係るものに限りま
す。）は適⽤しません。 

  (2) 加⼊者回線
に係る端末設備
等使⽤料の適⽤
に関する特例 

クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３のクラス
２のタイプ１に限ります。）の提供の開始により、ＤＳＬ回線に
起因してリンク未確⽴状態となった場合（そのことを当社が確認
できる場合に限ります。）であって、そのクローズドコンピュー
タ通信網サービスの提供の開始の⽇の翌⽇から起算して20⽇以
内に、クローズドコンピュータ通信網契約者からその旨の申出が
あり、そのクローズドコンピュータ通信網契約の解除⼜は加⼊者
回線の移転若しくは品⽬等の変更の請求が⾏われた場合は、第２
（加⼊者回線に係る端末設備等使⽤料）の規定にかかわらず、端
末設備等使⽤料（リンク未確⽴状態となったクローズドコンピュ
ータ通信網サービスに係るもの及びその変更前の品⽬への変更
に係るもの⼜はその移転前の加⼊者回線の終端の場所への移転
に係るものに限ります。）は適⽤しません。 

 

  
  ２〜３ （略）   ２〜３ （略） 
 第３〜第８ （略） 
料⾦表別表 （略） 

 第３〜第８ （略） 
料⾦表別表 （略） 

  
 
 


